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令和８年度林野庁予算の概要

２



設計積算要領・標準歩掛等の改正概要
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html

令和８年設計積算要領、細部取扱いの改正点概要
＜森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱い＞
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衛生通信サービス等



設計積算要領・標準歩掛等の改正概要
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html

令和８年標準歩掛の改正点概要
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設計積算要領・標準歩掛等の改正概要
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html

令和８年標準歩掛の改正点概要
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設計積算要領・標準歩掛等の改正概要
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html

令和８年標準歩掛の改正点概要

６



設計積算要領・標準歩掛等の改正概要
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html

＜森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱い＞令和８年標準歩掛の改正点概要

７



設計積算要領・標準歩掛等の改正概要
https://www.rinya.maff.go.jp/j/sekou/gijutu/sekisan_kijun.html

＜森林整備保全事業設計積算要領等の細部取扱い＞

令和８年標準歩掛の改正点概要
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工事における週休2日の取得に要する費用の計上について
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工事における週休2日の取得に要する費用の計上について

週休2日を促進する森林土木工事の試行について（改正の概要）
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現場事務所への木材利用について
～現場環境改善費の課活用～

森林土木工事における更なる木材利用の促進と、一般住民への建設事業への広報活動及び現場労働者の作業環境改善を目的に「現場事務所等
への木材利用について」が通知されましたので、積極的な取り組みをお願いします。
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現場事務所への木材利用について
～現場環境改善費の活用～

現場事務所等への木材利用の事例

１２



設計段階における工事施工者等からの意見聴取の試行について
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設計段階における工事施工者等からの意見聴取の試行について
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電子契約システム（工事・業務）について

中部森林管理局では令和８年1月以降より試行的導入を行っています。
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電子契約システム（工事・業務）について

中部森林管理局では令和８年1月以降より試行的導入を行っています。
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電子契約システム（工事・業務）について

中部森林管理局では令和８年1月以降より試行的導入を行っています。
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電子契約システム（工事・業務）について

中部森林管理局では令和８年1月以降より試行的導入を行っています。
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森林整備保全事業省人化機械（チルトローテータ）試行工事実施要領
等について

＜省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事の対象工事及び実施方法＞

省人化建設機械（チルトローテータ）の対象工事は、工事内容、省人化建設機械（チルトローテータ）の普及状況等
を勘案して発注者が対象工事を決定し、入札公告等において明示する。発注は受注者希望型によるものとし、省人化建
設機械（チルトローテータ）による施工を希望する場合、受注者が発注者へ協議を行い、協議が整った場合は設計変更
の対象とし、別途定める積算要領により必要な経費を計上する。

＜森林整備保全事業省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事実施要領＞
・対象工事
・対象とする建設機械
・対象とする工種
・調査等への協力

・積算方法
・機械損料
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＜森林整備保全事業省人化建設機械（チルトローテータ）試行工事積算要領＞



チルトローテータ試行工事

（１）森林整備保全事業標準歩掛
①第１編共通工 ・第１土工１－３機械土工（土砂）
・第１土工１－７盛土工１－７－１林道工事における盛土
・第１土工１－８機械法面整形１－８－１切土法面整形
・第１土工１－８機械法面整形１－８－２盛土法面整形

②第２編治山 ・第１山地治山土工１－１機械土工

（２）森林整備保全事業施工パッケージ
・１章土工②土工掘削（小規模）
・１章土工②土工積込（ルーズ）（小規模）
・１章土工④作業土工（床掘工）床掘り（小規模）
・１章土工④作業土工（床掘工）舗装版破砕積込（小規模土工）
・１章土工⑥作業土工埋戻工埋戻し（最大埋戻幅１ｍ未満・小規模）

（３）森林整備保全事業ＩＣＴ活用工事
・ＩＣＴ活用工事（法面工）
・ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））
・ＩＣＴ活用工事（土工1,000 ㎥未満）
・ＩＣＴ活用工事（小規模土工）
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＜対象とする工種＞
「標準歩掛」、「施工パッケージ型積算方式の基準」、「ICT活用工事試行実施要領等」において、バックホウ
（クローラ型）又は小型バックホウ（クローラ型）の機械規格が、山積0.45ｍ３（平積0.35m3）、山積0.28m3
（平積0.2m3）、山積0.13m3（平積0.1m3）に設定されている以下の工種を対象。ただし、床掘工においては
山積0.8m3（平積0.6m）も適用可とする。



チルトローテータ試行工事

（参考：チルトローテータには2種類ある）
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チルトローテータ試行工事

（参考：PーLINE活用による効果）
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〇押印を省略できる書類
①請書

②見積書

③請求書

④委任状

⑤入札書

入札及び契約に係る手続きにおける押印等の見直しについて
～改めての周知～

２３

＜入札に係る手続きのオンライン化について＞

この度、入札及び契約に係る手続における押印等の見直しにつきまして、下記のとおり取り扱うこととしましたので、
お知らせします。 なお、契約書は従来どおり押印が必要となります。

入札公告において「電子調達システム（政府電子調達：GEPS）」、「電子入札システム」で行う入札としている案件
につきましては、電子入札が可能となっておりますので、積極的にご利用ください。

＜オンライン化手続きが困難な場合の書面手続きについて＞



入札及び契約に係る手続きにおける押印等の見直しについて
～改めての周知～

２４

＜押印を省略した場合の処置＞
①～③につきまして、押印を省略する場合は、お手数ですが以下の対応をお願いいたします。

ア「本件責任者及び担当者の氏名及び連絡先」の氏名連絡先を書面内に必ず明記ください。

イ必要に応じて記載連絡先に電話によりご連絡させていただく場合があります。

『本件責任者及び担当者』の氏名及び連絡先の記載例



入札及び契約に係る手続きにおける押印等の見直しについて
～改めての周知～

２５

＜提出方法＞
押印を省略した場合、入札及び契約に係る手続きにおいて提出する書類については、郵送又は持参のほか、電子メール
による提出も可能です。なお、電子メールで送信した場合は、必ず受信の確認を電話等により行っていただきますよう
お願いします。ただし、「入札書」の提出については、押印を省略する場合であっても秘匿性の観点から「直接持参又
は郵送」以外での提出はできません。

＜本件の取扱い開始日＞

本取扱いは、令和３年４月１日以降の調達案件から運用します。ただし、社内規定や会社の方針等により押印が決められ
ている場合は、押印された書類であっても問題はございません。

＜周知文書掲載箇所＞

中部局HPホーム > 公売・入札情報 > お知らせ＞入札及び契約に係る手続における押印等の見直しについて



中部森林管理局における令和７年度情報共有システム利用状況
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国有林野事業の工事の入札における工事費内訳書の記載について

中部森林管理局が発注する工事等においても、令和8年1月7日以降に入札公告する工事から、
入札時に提出いただく内訳書に以下の項目の記載が必要となります

＜対象工事＞

２７

令和6年6月14日に公布された建設業法等の一部を改正する法律（令和6年法律第49号）により、公共工事の入札及び契
約の適正化の促進に関する法律（平成12年法律第127号）が改正され、令和7年12月12日より、入札金額の内訳として、
材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省
令で定めるもの（法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済契約に係る掛金）その他当該公共工事の施工のために
必要な経費の内訳を記載しなければならないこととされました（入札契約適正化法第12条）。

競争入札に付する全ての工事において工事費内訳書の提出を求めるものとする。

＜内訳書への記載が新たに必要となった項目＞
・材料費及び労務費
直接工事費の内数として記載してください。

・法定福利費の事業主負担額
原則として健康保険料（介護保険料を含む。）、厚生年金保険料（子ども・子育て拠出金含む）、雇用保険料のうち、現場労働者（技能

労働者）の事業主（会社）負担分を現場管理費の内数として記載してください。
なお、公共建築工事については、工事原価の内数として記載してください。

・建設業退職金共済契約に係る掛金
建設業退職金共済制度の掛金納付の対象となる労働者がいる場合は、必要金額を現場管理費の内数として記載してください。
掛け金納付の対象となる労働者がいない場合は、項目の金額の欄は「－」と記載してください。

・安全衛生経費
労働安全衛生法令等に基づく労働災害防止対策に必要な経費を集計し、工事原価の内数として記載してください。 ２７



国有林野事業の工事の入札における工事費内訳書の記載について

２８

・その他
内訳書は、第1回の入札において提出する必要があります。再度入札においては、発注者の判断により提出を求めることがあります。

入札参加者は記名を行った工事費内訳書を提出してください。
支出負担行為担当官(分任官、代理官及びこれらの者の補助者を含む。)が提出された工事費内訳書について説明を求めることがあります。
また、工事費内訳書が、別表各項に掲げる場合に該当するものについては、中部森林管理局競争契約入札心得第7条第11号に該当する入札と
して、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とします。



国有林野事業の工事の入札における工事費内訳書の記載について

２９

＜参考：土木工事で用いられる内訳書の例＞

＜参考：入札参加時に提出する工事行程表の廃止＞
令和７年度より協会から要望のあった入札参加時に提出していた工事工程表の提出が不要となりました。



建設機械借上について

林道の安全通行に欠かせない維持修繕等を主目的としてい
る建設機械借上であるが、近年の異常気象による路体流出、
路面洗掘、崩落等が多数発生する状況と、車両の大型化及び
通行量が多くなるなど林道の損傷が激しい状況である｡
災害の発生を未然に防ぐためには常日頃の維持が重要です。
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建設機械借上について

土砂堆積と草繁茂により構造物の状
態が不明
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建設機械借上について

呑口で土砂詰まりにより水が流れない状態
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建設機械借上について

土砂詰まりにより水が流れない状態 破損により蓋が不安定な状態
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建設機械借上について

擁壁やのり面下部に崩土堆積
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建設機械借上について

３５



林野庁では、国有林野の公益的機能を十全に発揮させ、森林・林業の再生の推進その他の事業実
施における施策効果を一層発現させることに貢献した治山・林道工事であって、民有林の模範とし
てふさわしいものを表彰することにより、治山・林道工事における計画、設計・施工の適正化及び
設計・施工技術の向上、並びに関係者の意欲高揚を目的に、治山・林道工事コンクールを昭和42年
度から開催しています。

治山・林道工事コンクール
https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/tisanrindoconcours/koujicon.html（林野庁）
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/press/kouhou/230227.html（中部局）

概 要

【林野庁】令和７年度 治山・林道工事コンクール
●治山工事 １４件

●林道工事 １４件

農林水産大臣賞 ★治山工事：近中局
★林道工事：北海道局

【中部局】令和７年度 治山・林道工事コンクール
●治山工事 ９件 ●林道工事 ４件

林野庁長官賞 ★治山工事 １件：飛騨署
★林道工事 ２件：南木曽署・飛騨署

主任技術者等 ☆林野庁表彰工事 ６名
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治山・林道工事コンクール
https://www.rinya.maff.go.jp/j/gyoumu/tisanrindoconcours/koujicon.html（林野庁）
https://www.rinya.maff.go.jp/chubu/press/kouhou/230227.html（中部局）

概 要
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